
函館市病院局職員の時差勤務の実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は，始業時間等の弾力的な設定による勤務時間の割振りの活

用により，医療サービスの向上ならびに職員の健康の保持・増進および時間

外勤務の縮減に資するとともに，より一層効率的な事業運営を図るために行

う職員の時差勤務に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において「時差勤務」とは，函館市病院局職員就業規程（平

成１８年函館市病院局規程第１３号。以下「就業規程」という。）第２０条

および第２２条に規定する１日の勤務時間を変更せず，始業もしくは終業の

時刻を繰り上げ，または繰り下げることにより，別表１に規定する正規の勤

務時間（以下「通常の勤務時間」という。）と異なる時間帯に勤務すること

をいう。 

 （対象職員） 

第３条 時差勤務が適用となる職員は，次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

(1) 函館市病院局職員の給与に関する規程（平成１８年函館市病院局規程第 

１７号。）別表第５のうち，次のいずれかに該当する職員 

ア （1）の表の適用を受ける者 

イ （4）の表６級または７級の項の適用を受ける者 

ウ （5）の表６級，７級または８級の項の適用を受ける者  

(2) 病院局管理部，函館病院事務局および函館病院医局救命救急センターに 

所属する職員（前号に該当する職員を除く） 

 



（時差勤務の命令) 

第４条 時差勤務は，通常の勤務時間以外に実施することが予定されている会

議等の業務に従事する場合，その他公務の効率的な推進を図るため，必要と

認められる場合に命ずることができるものとする。 

（勤務時間の割振りおよび割振りの調整等） 

第５条 時差勤務を命ずる日（以下「時差勤務日」という。）における勤務時

間の割振りおよび休憩時間は，別表２に掲げる時間のいずれかとする。ただ

し，別表２に規定する休憩時間では業務上支障が生ずるおそれがある場合な

ど別表２の勤務時間の割振り等により難いときは，この限りでない。 

２ 会計年度任用職員の時差勤務については，当該職員の勤務形態に応じ，前

項の規定に準じて行うものとする。 

３ 所属長（第７条の規定による時差勤務に係る勤務時間の割振り権者をい

う。以下同じ。）は，時差勤務を命ずる職員（以下「時差勤務職員」とい

う。）の時差勤務に関し，一定期間について，時差勤務に係る勤務時間の割

振り変更命令簿（様式第１号）により勤務時間を定め，原則として時差勤務

日の前日までに時差勤務職員に明示しなければならない。 

４ 所属長は，臨時的業務の発生などやむを得ない事情により，前項により割

振った勤務により業務を処理することが困難である場合は，期間の中途にお

いて勤務時間の割振りを変更することができる。この場合において所属長

は，時差勤務職員に対し，速やかに変更後の勤務時間を明示しなければなら

ない。 

５ 所属長は，時差勤務職員の出張，休暇等により，業務上支障が生ずるおそ

れがある場合は，あらかじめ割振った他の職員の勤務時間の割振りを臨時的

に変更することができる。 



（休暇の計算） 

第６条 時差勤務日における就業規程第３２条の適用にあたっては，同条中 

「正午をもって区分」とあるのは，「時差勤務日の勤務開始時間から起算して 

３時間３０分後(この間に休憩時間が含まれている場合は，休憩時間を除く。) 

をもって区分」と読み替えるものとする。 

（専決区分） 

第７条 時差勤務に係る勤務時間の割振りについては，函館市病院局処務規程

（平成１８年病院局規程第３号）別表第１（２）人事・服務（３）に規定す

る勤務を要しない日の振替えおよび半日勤務時間の割振り変更等と同じ専決

区分とする。 

附 則  

この要領は，令和７年１２月１日から実施する。 

 

別 表１ 

勤務区分 勤務時間 休憩時間 

函館病院 

および 

函館病院

高等看護学院 

午前 8 時 30 分～午後 5時 15 分 正午～午後 1時 

函館恵山病院 

および 

函館南茅部病院 

午前 8 時 15 分～午後 5時 午前 11 時 45 分～午後 0時 45 分 

 

 

 



別 表２ 

別表区分 勤務時間 休憩時間 

Ａ 午前 5 時～午後 1時 45 分 午前 8時 30 分～午前 9時 30 分 

Ｂ 午前 5 時 30 分～午後 2時 15 分 午前 9時～午前 10 時 

Ｃ 午前 6 時～午後 2時 45 分 午前 9時 30 分～午前 10 時 30 分 

Ｄ 午前 6 時 30 分～午後 3時 15 分 午前 10 時～午前 11 時 

Ｅ 午前 7 時～午後 3時 45 分 午前 10 時 30 分～午前 11 時 30 分 

Ｆ 午前 7 時 30 分～午後 4時 15 分 午前 11 時～正午 

Ｇ 午前 8 時～午後 4時 45 分 午前 11 時 30 分～午後 0時 30 分 

Ｈ 午前 9 時～午後 5時 45 分 午後 0時 30 分～午後 1時 30 分 

Ｉ 午前 9 時 30 分～午後 6時 15 分 午後 1時～午後 2時 

Ｊ 午前 10 時～午後 6時 45 分 午後 1時 30 分～午後 2時 30 分 

Ｋ 午前 10 時 30 分～午後 7時 15 分 午後 2時～午後 3時 

Ｌ 午前 11 時～午後 7時 45 分 午後 2時 30 分～午後 3時 30 分 

Ｍ 午前 11 時 30 分～午後 8時 15 分 午後 3時～午後 4時 

Ｎ 正午～午後 8時 45 分 午後 3時 30 分～午後 4時 30 分 

Ｏ 午後 0 時 30 分～午後 9時 15 分 午後 4時～午後 5時 

Ｐ 午後 1 時～午後 9時 45 分 午後 4時 30 分～午後 5時 30 分 

 


